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記録 ない部分の概要

1 取手市政治倫理審査会委員名簿

゜
1 

゜
/ 

゜
/ 

取手市情報公開条例第7条第 1 項

V V 2 
政治倫理審査会委員の決定につ

゜
2 政治倫理審査会公募委 第1 号に該当する情報であって，公

゜
いて 員の年齢住所 にすることにより，なお個人の権利

利益を害するおそれがあるため。

3 
令和元年政治倫理審査会委員の

゜
1 

゜ V ゜ I/ 選考基準

4 
取手市政治倫理審査会公募委員

゜
2 

゜ / ゜ I/ 選考委員会設置要綱

政治倫理審査会応募者

V I の氏名，フリガナ，性 取手市情報公開条例第7条第1 項

5 
令和元年取手市政治倫理審査会

゜
1 別，生年月日，年齢職 第1 号に該当する情報であって，公

゜応募者一覧 業住所，電話番号 にすることにより，なお個人の権利
ファクシミリ番号，メール 利益を害するおそれがあるため。
アドレス

政治倫理審査会応募者

I I 
の氏名，ふりがな生年

取手市情報公開条例第7条第 1 項
月日性別住所，電話

第1 号に該当する情報であって，公
6 応募用紙（原本）

゜
7 番号．ファクシミリ番号．

゜メールアドレス，職業
にすることによりなお個人の権利

経歴その他参考事項
利益を害するおそれがあるため。

欄

政治倫理審査会応募者
取手市情報公開条例第7条第 1 項

V I 7 応募用紙（会議用）

゜
7 の性別年齢職業経

第1 号に該当する情報であって，公

゜ ゜歴，備考欄
にすることにより，なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため。

取手市情報公開条例第7条第1 項

V I 8 応募動機の作文（ワード版）

゜
15 
政治倫理審査会応募者 第1 号に該当する情報であって，公

゜ ゜の作文内容 にすることにより，なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため。

取手市情報公開条例第7条第1 項

V I , 応募動機の作文（原本）

゜
11 
政治倫理審査会応募者 第 1 号に該当する情報であって，公

゜ ゜の作文内容氏名 にすることにより，なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため。

取手市政治倫理審査会公募委員 政治倫理審査会応募者
取手市情報公開条例第7条第 1 項

V I 10 募集に係る選挙人名簿登録の有

゜
2 の氏名，フリガナ，性

第 1 号に該当する情報であって，公

゜無について 別．生年月日住所
にすることにより，なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため。

令和元年度第 1 回取手市政治倫

V / 11 理審査会公募委員選考委員会（次

゜
1 

゜．第）

12 
取手市政治倫理審査会委員公募

゜
3 / ゜ / 要綱

13 
政治倫理審査会公募委員スケ

゜
1 V ゜

// 
ジュール



1政治倫理審査会公募委員審査結I ゜ | | 1 1 政員選治倫考理委審員査会会公募委 取第にす手5号る市にこ情該と報に当公よす開りる．条情公例報正第でか7あつ条っ円第て滑1．項な公 l 
14 各委員の I / I 

゜
果（平成29年選考時）

評点，性別 人事の確保に支障を及ぼすおそれ
があるため。

15 l会議報告書（第一回） ol | 21 l 1./1 

゜16 I 理第令審）和査元会年公度募第委2員回選取考手委市員政会治（倫次 01 | 1 I I/ I 

゜l l l 

取第に刊す手1立号る市tIこ宮情=!とす讀貴1：：当るム.よ•すおDllりるそ．文俯なれ剛極おが笛懺あC7あ人る条ったの第てめ楯1.. 項利公— ----- - - - - ----~ - --- -•--- -• の政碑治倫別理．年審齢査．会地応域募者·_

17 l 令会和公元募年委度員取審手査市結政果治倫理審査 1 o l I 1 
I I / I IO 

取手市情報公開条例第7条第1項＇
政治倫理審査会公募委 第5号に該当する情報であって，公
員選考委員会各委員の にすることにより，公正かつ円滑な
評点 人事の確保に支障を及ぼすおそれ

があるため。

政治倫理審査会応募者 取手市情報公開条例第7条第1 項

1令和元年度取手市政治倫理審査I ゜ | I I の氏名，フリガナ，性
第1 号に該当する情報であって，公 l18 1 悶，生年月日，年齢，住 I / I IO 会公募委員選考結果

，電話番号，メールア
にすることにより，なお個人の権利

ドレス
利益を害するおそれがあるため。

取手市情報公開条例第7条第1項

19 l取手市政治倫理審査会公募委員I ゜ I | 1 I 政治倫理審査会公募委 第1号に該当する情報であって．公 l I / I IO の選考結果について 員の年齢住所 利にす益るをこ害とすにるよおりそ．なれおが個あ人るたのめ権。利

取手市情報公開条例第7条第1項

20 l会議報告書（第二回） Io I l 21 政員治の倫氏理名審．フ査リ会ガ公ナ募委 第1号に該当する情報であ人っのて権, 公 I I / I IO にすることにより，なお個 利
利益を害するおそれがあるため。

I 

21 取手市政治倫理条例

゜
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22 取手市政治倫理条例施行規則

゜
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